
尾張旭市監査公表第２０号 

令和６年４月２６日付け尾張旭市監査公表第１５号をもって公表した定例監査結果

報告について、令和６年５月２日付け６長第１６１号で市長から措置を講じた旨の通

知がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の

規定により次のとおり公表します。 

令和６年５月３０日 

 

尾張旭市監査委員 山 田 義 浩      

 

 

                   尾張旭市監査委員 大 島 も え      

 

 

健康福祉部長寿課 

監 査 の 指 摘 事 項 措 置 状 況 

随意契約ガイドラインでは、随意契約

を締結する場合、予定価格が尾張旭市契

約規則（以下「規則」という。）第２５

条に定める金額を超えるときは、随意契

約の内容の公表を行うこととしている

が、老人いこいの家管理業務委託におい

て、予定価格が同条に定める金額を超え

るにもかかわらず、公表が行われていな

い。公表の事務として「随意契約の内容

の公表」の作成及び総務部総務課への電

子データでの送付が必要である。 

指摘後、提出忘れであったため総務課 

へ送付し、現在公表されています。 

再発防止としては、担当の提出忘れを

防ぐため、例年公表が必要であろうと思

われる契約については、リストを作成し、

ホームページ上公表されているか、契約

後１か月以内に確認を行っていきます。 

規則第３８条では、相手方と協議して

契約の内容を変更することができるとし

ているが、認知症初期集中支援推進事業

業務委託において、契約内容の変更に係

る相手方との協議を証するものが作成さ

れていない。 

相手方と協議を行った際の、日時、場 

所、出席者、協議内容について記録を書 

面で残すようにします。 

契約変更に関する知識が不足してお

り、情報共有が十分にできていなかった

ため係員全員で情報共有を行う習慣をつ

けていきます。 

 

 


